
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

・
・

○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

○

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

７
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
）

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

法
別
表
第
二
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
圧
力
容
器
は
、
第
二
種
圧

力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電

気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２

法
別
表
第
二
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
第
一
種
圧
力
容
器
は
、
小
型
圧
力

容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気

事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除

く
。
）
と
す
る
。

３

法
第
四
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲
げ
る
機
械
等
（
本

邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る

。一

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
ア
セ
チ
レ
ン
発
生
器

二

研
削
盤
、
研
削
と
い
し
及
び
研
削
と
い
し
の
覆
い

三

手
押
し
か
ん
な
盤
及
び
そ
の
刃
の
接
触
予
防
装
置

四

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
安
全
器

五

活
線
作
業
用
装
置
（
そ
の
電
圧
が
、
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル

ト
を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
充
電
電
路
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

六

活
線
作
業
用
器
具
（
そ
の
電
圧
が
、
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル

ト
を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
三
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
充
電
電
路
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

七

絶
縁
用
防
護
具
（
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
充
電
電
路
に
用

い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

八

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

九

別
表
第
七
に
掲
げ
る
建
設
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
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場
所
に
自
走
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

十

型
枠
支
保
工
用
の
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
、
補
助
サ
ポ
ー
ト
及
び
ウ
イ
ン
グ

サ
ポ
ー
ト

十
一

別
表
第
八
に
掲
げ
る
鋼
管
足
場
用
の
部
材
及
び
附
属
金
具

十
二

つ
り
足
場
用
の
つ
り
チ
ェ
ー
ン
及
び
つ
り
枠

十
三

合
板
足
場
板
（
ア
ピ
ト
ン
又
は
カ
ポ
ー
ル
を
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
等
に

よ
り
接
着
し
た
も
の
に
限
る
。
）

十
四

つ
り
上
げ
荷
重
が
〇
・
五
ト
ン
以
上
三
ト
ン
未
満
（
ス
タ
ッ
カ
ー
式

ク
レ
ー
ン
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
五
ト
ン
以
上
一
ト
ン
未
満
）
の
ク
レ
ー
ン

十
五

つ
り
上
げ
荷
重
が
〇
・
五
ト
ン
以
上
三
ト
ン
未
満
の
移
動
式
ク
レ
ー

ン
十
六

つ
り
上
げ
荷
重
が
〇
・
五
ト
ン
以
上
二
ト
ン
未
満
の
デ
リ
ッ
ク

十
七

積
載
荷
重
が
〇
・
二
五
ト
ン
以
上
一
ト
ン
未
満
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

十
八

ガ
イ
ド
レ
ー
ル
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
十
八
メ
ー
ト
ル
未
満
の

建
設
用
リ
フ
ト

十
九

積
載
荷
重
が
〇
・
二
五
ト
ン
以
上
の
簡
易
リ
フ
ト

二
十

再
圧
室

二
十
一

潜
水
器

二
十
二

波
高
値
に
よ
る
定
格
管
電
圧
が
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
上
の
エ
ツ
ク
ス

線
装
置
（
エ
ッ
ク
ス
線
又
は
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
の
研
究
又
は
教
育
の
た
め

、
使
用
の
都
度
組
み
立
て
る
も
の
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
で
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
三

ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療

機
器
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
四

紡
績
機
械
及
び
製
綿
機
械
で
、
ビ
ー
タ
ー
、
シ
リ
ン
ダ
ー
等
の
回

転
体
を
有
す
る
も
の

二
十
五

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
及
び
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
、
第
一
条
第
三
号
イ

か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
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い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六

第
一
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
の
う
ち
、
第
一
種

圧
力
容
器
以
外
の
も
の
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
使

用
す
る
容
器
で
内
容
積
が
〇
・
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
そ

の
使
用
す
る
最
高
の
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
で
表
し
た
数
値
と
内

容
積
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
と
の
積
が
〇
・
〇
〇
一
以
下
の
容

器
並
び
に
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び

電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
の

保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
も
の

を
除
く
。
）

二
十
七

大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
を
有
す
る
気
体
を
そ
の
内
部
に
保
有
す
る

容
器
（
第
一
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
、
第
二
種
圧
力
容

器
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
ア
セ
チ
レ
ン
発
生
器
を
除
く
。
）
で
、
内
容
積

が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け

る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
又
は

ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
八

墜
落
制
止
用
器
具

二
十
九

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
（
内
燃
機
関
を
内
蔵
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
排
気

量
が
四
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

三
十

シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー

三
十
一

フ
ォ
ー
ク
ロ
ー
ダ
ー

三
十
二

ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ャ
リ
ヤ
ー

三
十
三

不
整
地
運
搬
車

三
十
四

作
業
床
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業
車

４

法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
機
械
等
に
は
、
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い

こ
と
が
明
ら
か
な
機
械
等
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

５

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

５

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
機
械
等
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

る
機
械
等
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
二
第
三
号
に
掲
げ
る
小

船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船

型
ボ
イ
ラ
ー

舶
に
用
い
ら
れ
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
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及
び
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け

る
小
型
ボ
イ
ラ
ー

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
二
第
六
号
に
掲
げ
る
防

船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船

爆
構
造
電
気
機
械
器
具

舶
に
用
い
ら
れ
る
防
爆
構
造
電
気

機
械
器
具

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
二
第
八
号
に
掲
げ
る
防

ろ
過
材
又
は
面
体
を
有
し
て
い
な

じ
ん
マ
ス
ク

い
防
じ
ん
マ
ス
ク

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
二
第
九
号
に
掲
げ
る
防

ハ
ロ
ゲ
ン
ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス

毒
マ
ス
ク

用
防
毒
マ
ス
ク
そ
の
他
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
防
毒

マ
ス
ク

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
二
第
十
三
号
に
掲
げ
る

そ
の
電
圧
が
、
直
流
に
あ
つ
て
は

絶
縁
用
保
護
具

七
百
五
十
ボ
ル
ト
、
交
流
に
あ
つ

て
は
三
百
ボ
ル
ト
以
下
の
充
電
電

路
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
絶
縁
用

保
護
具

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
二
第
十
四
号
に
掲
げ
る

そ
の
電
圧
が
、
直
流
に
あ
つ
て
は

絶
縁
用
防
具

七
百
五
十
ボ
ル
ト
、
交
流
に
あ
つ

て
は
三
百
ボ
ル
ト
以
下
の
充
電
電

路
に
用
い
ら
れ
る
絶
縁
用
防
具

法
別
表
第
二
第
十
五
号
に
掲
げ
る

物
体
の
飛
来
若
し
く
は
落
下
又
は

法
別
表
第
二
第
十
五
号
に
掲
げ
る

物
体
の
飛
来
若
し
く
は
落
下
又
は

保
護
帽

墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た

保
護
帽

墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た

め
の
も
の
以
外
の
保
護
帽

め
の
も
の
以
外
の
保
護
帽

法
別
表
第
二
第
十
六
号
に
掲
げ
る

ハ
ロ
ゲ
ン
ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス

（
新
設
）

（
新
設
）
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電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
そ
の
他

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
以

外
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
機
械
等
）

（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
機
械
等
）

第
十
四
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、

第
十
四
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、

次
に
掲
げ
る
機
械
等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

次
に
掲
げ
る
機
械
等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一

ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の
急
停
止
装
置

の
う
ち
電
気
的
制
動
方
式
以
外
の
制
動
方
式
の
も
の

二

プ
レ
ス
機
械
又
は
シ
ャ
ー
の
安
全
装
置

三

防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用

い
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
過
負
荷
防
止
装
置

五

防
じ
ん
マ
ス
ク
（
ろ
過
材
及
び
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

六

防
毒
マ
ス
ク
（
ハ
ロ
ゲ
ン
ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
も
の
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

七

木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
の
歯
の
接
触
予
防
装
置
の
う
ち
可
動
式
の
も
の

八

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
の
う
ち
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
危
険

を
防
止
す
る
た
め
の
機
構
を
有
す
る
も
の

九

交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置

十

絶
縁
用
保
護
具
（
そ
の
電
圧
が
、
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル
ト

を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
三
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
充
電
電
路
に
つ
い
て
用
い

ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一

絶
縁
用
防
具
（
そ
の
電
圧
が
、
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル
ト

を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
三
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
充
電
電
路
に
用
い
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）

十
二

保
護
帽
（
物
体
の
飛
来
若
し
く
は
落
下
又
は
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
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止
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）

十
三

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

十
三

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

十
四

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
（
ハ
ロ
ゲ
ン

（
新
設
）

ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
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○

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
条
の
二

別
表
第
三
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
掲

第
五
条
の
二

別
表
第
三
第
五
号
、
第
六
号
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
器
具
の

げ
る
器
具
の
型
式
に
つ
い
て
の
検
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
厚

型
式
に
つ
い
て
の
検
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣

生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
型
式
の
器
具
を
製
造

は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
型
式
の
器
具
を
製
造
し
、
及
び
検

し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省

査
す
る
設
備
等
が
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
そ
の
職
員

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
そ
の
職
員
を
し
て
当
該

を
し
て
当
該
設
備
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

設
備
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
検

は
、
当
該
検
定
の
申
請
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
し
、
当
該

定
の
申
請
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
し
、
当
該
通
知
を
受
け

通
知
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
検
定
を
受

た
者
が
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
検
定
を
受
け
る
た
め
納

け
る
た
め
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
か

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

か
わ
ら
ず
、
同
表
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
定
め
る

同
表
第
五
号
、
第
六
号
又
は
第
十
三
号
に
定
め
る
金
額
に
、
第
三
条
の
二
第

金
額
に
、
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の

一
項
各
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の
合
計
額
と
し
て
厚
生
労
働

合
計
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
通
知
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る

大
臣
の
通
知
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
検
査
を
行
う
場
所
」
と
あ

同
項
第
一
号
中
「
当
該
検
査
を
行
う
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
設
備
等
の

る
の
は
「
当
該
設
備
等
の
所
在
地
」
と
、
「
以
下
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
「

所
在
地
」
と
、
「
以
下
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
及
び
第
五
条
の
二
第

次
号
及
び
第
五
条
の
二
第
二
項
」
と
、
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
あ
る
の
は

二
項
」
と
、
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
旅
費
相
当
額
」
と

「
審
査
旅
費
相
当
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
あ
る

、
同
項
第
二
号
中
「
検
査
旅
費
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
旅
費
相
当
額

の
は
「
審
査
旅
費
相
当
額
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
審
査
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五

条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

区

分

金

額

区

分

金

額

一
件
に
つ
き

円

一
件
に
つ
き

円
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一

プ
レ
ス
機
械
又
は
シ
ャ
ー
の
安
全
装
置

一

プ
レ
ス
機
械
又
は
シ
ヤ
ー
の
安
全
装
置

・

（
略
）

新
規
検
定

一
二
九
、
五
〇
〇

(1)

(2)

(1)

更
新
検
定

二
〇
、
九
〇
〇

(2)

二
～
十
二

（
略
）

二

ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る

ロ
ー
ル
機
の
急
停
止
装
置
の
う
ち
電
気
的
制
動

方
式
以
外
の
制
動
方
式
の
も
の

新
規
検
定

一
二
九
、
五
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
〇
、
九
〇
〇

(2)
三

防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具

新
規
検
定

(1)

本
質
安
全
防
爆
構
造
の
も
の

(一)

回
路
部
品
の
数
が
三
〇
個
未
満
の
も
の

八
四
、
九
〇
〇

回
路
部
品
の
数
が
三
〇
個
以
上
五
〇
個

未
満
の
も
の

一
一
六
、
三
〇
〇

回
路
部
品
の
数
が
五
〇
個
以
上
八
〇
個

未
満
の
も
の

一
五
三
、
一
〇
〇

回
路
部
品
の
数
が
八
〇
個
以
上
一
三
〇

個
未
満
の
も
の

一
九
〇
、
六
〇
〇

回
路
部
品
の
数
が
一
三
〇
個
以
上
の
も

の

二
二
七
、
五
〇
〇

本
質
安
全
防
爆
構
造
以
外
の
も
の

(二)

当
該
機
械
の
幅
、
奥
行
及
び
高
さ
を
そ

れ
ぞ
れ
一
辺
と
す
る
直
方
体
の
体
積
を

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
立
方
に
換
算
し
て
得

た
値
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
換
算

(二)

値
」
と
い
う
。
）
が
二
〇
未
満
の
も
の

八
四
、
九
〇
〇

換
算
値
が
二
〇
以
上
四
〇
未
満
の
も
の

一
一
六
、
三
〇
〇

換
算
値
が
四
〇
以
上
六
〇
未
満
の
も
の

一
五
三
、
一
〇
〇

換
算
値
が
六
〇
以
上
八
〇
未
満
の
も
の

一
九
〇
、
六
〇
〇

換
算
値
が
八
〇
以
上
の
も
の

二
二
七
、
五
〇
〇

更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)



- 9 -

四

ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
過
負
荷

防
止
装
置

新
規
検
定

三
九
二
、
三
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)
五

防
じ
ん
マ
ス
ク

新
規
検
定

一
〇
一
、
七
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
二
、
一
〇
〇

(2)
六

防
毒
マ
ス
ク

新
規
検
定

(1)

吸
収
缶
の
み
に
つ
い
て
型
式
検
定
を
受

(一)

け
る
場
合

一
二
五
、
五
〇
〇

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

二
一
九
、
八
〇
〇

(二)

(一)
更
新
検
定

二
二
、
一
〇
〇

(2)
七

木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
の
歯
の
接
触
予
防
装

置

新
規
検
定

一
二
九
、
五
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
一
、
四
〇
〇

(2)
八

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械

新
規
検
定

四
八
四
、
一
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)
九

交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置

新
規
検
定

三
九
八
、
八
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)
十

絶
縁
用
保
護
具

新
規
検
定

一
三
二
、
四
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)
十
一

絶
縁
用
防
具

新
規
検
定

一
三
二
、
四
〇
〇

(1)

更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)
十
二

保
護
帽

新
規
検
定

一
三
一
、
九
〇
〇

(1)
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更
新
検
定

二
四
、
三
〇
〇

(2)

十
三

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

十
三

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

呼
吸
用
保
護
具
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）・

（
略
）

新
規
検
定

三
八
九
、
三
〇
〇

(1)

(2)

(1)

更
新
検
定

二
二
、
一
〇
〇

(2)

十
四

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

（
新
設
）

吸
用
保
護
具

新
規
検
定

(1)

吸
収
缶
の
み
に
つ
い
て
型
式
検
定
を
受

(一)

け
る
場
合

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の

一
、
一
八
八
、
八

〇
〇

防
じ
ん
機
能
を
有
し
な
い
も
の

一
、
一
五
四
、
九

〇
〇

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

(二)

(一)防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の

一
、
二
二
七
、
五

〇
〇

防
じ
ん
機
能
を
有
し
な
い
も
の

一
、
二
〇
二
、
二

〇
〇

更
新
検
定

二
二
、
一
〇
〇

(2)

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一

「
新
規
検
定
」
と
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
機
械
等
（
以
下
「

機
械
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
た
者
又
は
外
国

に
お
い
て
機
械
等
を
製
造
し
た
者
が
新
規
に
当
該
機
械
等
の
型
式
に
つ

い
て
受
け
る
検
定
を
い
う
。

二

「
更
新
検
定
」
と
は
、
型
式
検
定
合
格
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
機
械
等
の
型
式
に
つ
い
て
受
け
る
検
定
を
い
う
。


